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１．はじめに 

 四国電力では、電源の低炭素化・脱炭素化の観点から、再生可能エネルギーの有効活用を積極的に推進する

こととしており、その一環として、2021 年 6 月に一級河川仁淀川水系前川における黒藤川水力発電所の現地工

事に着手した。取水えん堤から発電所まで一式での新規水力開発としては、同じ仁淀川水系において平成元年

に営業運転を開始した柳谷発電所以来、当社として約 30 年ぶりである。本稿では黒藤川水力発電所新設工事の

計画について報告する。 

 

２．黒藤川水力発電所の概要 

黒藤川水力発電所は、一級河川仁淀川水系前川に取

水えん堤(堤高 6.0ｍ,越流長 19.3ｍ)を構築し、最大

1.55 ㎥/s の河川水を取水した後、延長約 580ｍの導水

路トンネル,水槽および延長約 1,310ｍの水圧管路(φ

900)を経て、有効落差162.69ｍ（総落差約171ｍ）によ

り、最大出力 1,900kW の発電を行う流れ込み式水力発

電所である。（図-1,表-1,図-2,図-3） 

 

図-1 位置図 

３．黒藤川水力発電所新設工事の計画 

（１）計画地点の地形・地質 

本計画地点は、標高1,340ｍの明神山の西北西約4㎞

に位置しており、周囲を 700～1,000ｍの山々に囲まれ

た山岳地帯である。河岸斜面は、全般的に両岸を山地に

挟まれた峡谷となっており、河床には岩塊や転石が散

在している。また、本計画地点は、秩父中古生層に位置

しており、周辺地質は主にチャート、砂岩泥質岩、緑色

岩、泥質岩で構成されている。 

表-1 発電所諸元 

 

 

 

図-2 全体平面図 

 

図-3 全体縦断面図

（２）設備配置 

本計画の各設備の配置を図-2，図-3に示す。取水えん堤地点は、配電線への系統連系の上限2,000kW未満となる

落差が得られる地点のうち、地すべり防止区域や土地の相続登記が未了の土地など用地上の課題がある場所を避け

るとともに、既設道路からのアプローチが比較的容易である場所を選定した。 

導水路は、取水えん堤下流左岸側にある地すべり防止区域を避けるため右岸側を通すこととし、取水えん堤

河川名 一級河川 仁淀川水系 前川

所在地 愛媛県 久万高原町 黒藤川

流域面積 20.10 ㎢

発電方式 流れ込み式

最大使用水量 1.55 ㎥/s

有効落差 162.69 ｍ

最大出力 1,900 kW

年間発生電力量 8.5百万kWh

水車型式 ターゴ水車

諸　元　表
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地点からトロメキ橋付近の間は、急峻な地形であり開水路の設置が困難であることから、トンネルとする計画

とした。トンネルルートは、トンネル掘削断面の直径 Dに対し、土被り 2D（6.0ｍ）以上を確保する 1)ことを条

件に最短ルートとなるよう計画し、トンネル坑口となるトロメキ橋付近で取水位とほぼ同標高となる位置に水

槽を設けることとした。 

水槽から発電所間については、有効落差確保ならびに開発面積抑制の観点から、既設公道である林道および

農道へ水圧管路を埋設（約 790ｍ）する計画とした。既設公道への埋設管路による導水は、当社としては初の試

みである。なお、水槽から埋設道間（約 230ｍ）は、将来的な水槽の保守・維持管理のための進入路を新設した

うえで、進入路に管路を埋設することとし、埋設道から発電所間（約 290ｍ）は、地山斜面へ露出管路を設置す

ることとした。発電所地点は、建設工事中の地元住民への影響を軽減するため、周辺に民家等の構造物が少なく、

既設道路からのアプローチが容易である場所を選定した。 

（３）最大使用水量 

 本計画の水資料は、約 1 年間の現地流量調査結果ならびに同水系にある近傍測水所の比流量を比較し、相関が良

いことを確認したうえで、近傍測水所の流量データを基に10ヵ年分を作成した。最大使用水量はこれを基に、河川

管理者との協議に基づく河川維持流量を考慮のうえ、設備規模や工事費等を総合的に勘案し、1.55 ㎥/sとした。 

 

４．地元対応 

本計画においては、中四国地方における水力開発と

しては初めて「農林漁業の健全な発展と調和のとれた

再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律

(以下、「農山漁村再エネ法」）」を活用し、地元関係者

との円滑な合意形成の実現を図った(図-4）。 

同法は、市町村が設立する協議会において、農林漁

業の健全な発展に資する取組等を盛り込んだ基本計

画を市町村が作成することにより、農林漁業と調和の

とれた再生可能エネルギー電源の導入促進を図るも 図-4 農山漁村再エネ法概要図(参考文献 2）より抜粋)  

である。当社にとっては、法に基づく地元との合意形成を円滑に図ることができるうえ、地元関係者にとって

も各種取組によるメリットを享受できる。同法に基づき、当社が実施する主な取組は以下のとおりである。 

① 取水えん堤下流で取水している農業用水と、今回の発電用水を共同取水することによる、農業用水の安

定確保や既設農業用水路の維持管理の負担軽減 

② 工事に伴い開設した道路を地元住民が通行可能とすることによる農地へのアクセス性向上 

③ 発電所を環境教育の場として活用することによる地域の活力向上 

④ 設備周辺における除草等の設備維持管理作業員を、地元で確保することによる地元雇用の創出 
 

５．おわりに 

本稿では、黒藤川水力発電所新設工事の計画について報告した。昨年 11 月から取水ダム工事に着手してお

り、2024 年 6月の営業運転開始に向けて、安全第一で工事を進めていく所存である。 

（参考文献） 

１）社団法人 農業農村工学会：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 （水路トンネル），2014 年 7 月 

２）農林水産省：農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 法

律の概要,2016 年 5月（出典：農林水産省 Web サイト https://www.maff.go.jp/j/shokusan/r enewable/ 
eneene/houritu.html） 

jsce7-003-2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

